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舗装の劣化にご注意ください
初雪を観測してから２ヶ月余りが経ち、会津は本格的な降雪シーズンの真っ只

中にあります。出張所管内では、日夜を問わず除雪を行っています。

さて、冬季はタイヤチェーンや除雪車により舗装が削られたり、舗装の下に水

が浸透したりして、舗装が劣化しやすくなっています。右の写真のように、道路

に穴ぼこが開いてしまうこともしばしば･･･。出張所においても道路巡回を行っ

て損傷箇所の発見・補修などの対応を随時行っておりますが、万が一穴ぼこなど

を発見されましたら、道路緊急ダイヤル又は出張所までご連絡ください。

また、道路を走行する際は制限速度を遵守し、前方を注視して、安全運転をお

願いします。
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道路の異常を発見したら
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みなさまのご協力をお願いいたします。
全国共通・24時間受付無料

道路緊急
ダイヤル ＃９９１０

▼穴ぼこが開くなど劣化した舗装のようす

間口の除雪にご協力をお願いします
車道除雪を行う際には、なるべくみなさまにご迷惑をおかけし

ないよう心がけておりますが、除雪車が通った後はどうしても間

口に多少の雪が残ってしまうことがあります。毎年、間口の除雪

に関してお問い合わせを多くいただきますが、道路へ出るまでの

間口の除雪については、各家庭・店舗にご協力をお願いしていま

すので、ご理解いただきますようお願いいたします。

立ち往生を防ぐため、冬タイヤの装着を！大型車はチェーンの携行・早めの装着を！

ブレード（雪を掻く部分）についたシャッターを上下させることで、雪

の排出・堆積をコントロールする装置。間口などの付近ではシャッター

をおろし、雪を抱え込んだ状態で除雪を行うことで、できる限り雪を

残さないような除雪ができる。ただし、機能には限界があるため完全

にきれいにすることは難しい。

シャッターブレード

▲シャッターブレードを使用した場合と使用しなかっ
た場合に残る雪の量の違い
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日々ご尽力されている作業員のみなさん
ありがとうございます！
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